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新型コロナウイルス感染症に係る医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する 

  配慮に関する要請について（通知） 

 このことについて、令和４年８月１６日付４健第５００９号にて新型コロナウイルス感染

症対策本部より周知依頼がありましたので、お知らせします。 

 つきましては、本通知に基づき、職場等で勤務に復帰するにあたり、医療機関や保健所へ

の各種証明等の請求及び問い合わせを行うことがないよう対応の御協力をお願いするととも

に、各団体におかれましても、各団体関係者等へ周知いただきますようお願いします。 

記 

 １ 通知内容 

  （１） 従業員又は生徒等(以下従業員等)が自宅で療養を開始する際、医療機関や保健所が

発行する検査の結果を証明する書類を求めないこと。やむを得ず証明を求める必要

がある場合であっても、従業員等が自ら撮影した検査の結果を示す画像等や、自ら

My HER-SYSで取得した療養証明書等により確認を行うこと。 

  （２） 従業員等が療養期間、濃厚接触者の待機期間が経過した後に、職場又は学校に復帰

する場合には、検査陰性の証明書等の提出を求めないこと。 

  （３） 従業員等以外の者(顧客や来訪者などを想定)に対して、新型コロナウイルス感染症

の感染の有無を確認する必要がある場合にも、医療機関や保健所から発行された療

養証明書(紙)の提出を求めないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

（事務担当 競技スポーツ係 電話０２４―５２１－７８９６） 


